
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
台

数
に
限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、
可

能
な
限
り
公
共
交
通
機
関
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

・	
公
的
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方

は
、
開
設
期
間
の
前
で
も
相
談
を

受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。
そ
の
場

合
は
、
2
月
3
日
㈬
ま
で
は
東
金

税
務
署
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

・	

税
務
署
の
申
告
書
作
成
会
場
で

は
、
消
費
税
の
申
告
等
を
さ
れ
る

方
の
た
め
に
、
3
月
26
日
㈮
ま
で

相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
3

月
29
日
㈪
以
降
は
東
金
税
務
署
ま

で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

・	

申
告
書
な
ど
の
提
出
に
つ
い
て

も
、
税
務
署
の
申
告
書
作
成
会
場

で
受
け
付
け
い
た
し
ま
す
。
ま

た
、
申
告
書
の
「
控
用
」
に
収
受

印
が
必
要
な
場
合
は
、「
提
出
用
」

と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

後
日
「
控
用
」
に
収
受
印
を
押
印

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　　
申
告
書
作
成
会
場
の
開
設
期
間
以

前
に
、
次
の
日
程
で
「
税
理
士
に
よ

る
無
料
申
告
相
談
（
申
告
書
を
作
成

で
き
ま
す
）
」
を
実
施
い
た
し
ま
す

の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
開
催
日　
2
月
2
日
㈫

■
会
場　
芝
山
町
役
場
2
階
大
会
議
室

■
時
間　
午
前
9
時
30
分
～
正
午

　
　
　
　
午
後
1
時
～
4
時

■
そ
の
他

・	

小
規
模
納
税
者
の
所
得
税
お
よ
び

復
興
特
別
所
得
税
、
個
人
消
費

税
、
年
金
受
給
者
並
び
に
給
与
所

得
者
の
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別

所
得
税
の
申
告
書
（
土
地
、
建
物

お
よ
び
株
式
な
ど
の
譲
渡
所
得
が

あ
る
場
合
並
び
に
住
宅
借
入
金
等

特
別
控
除
を
初
め
て
適
用
す
る
場

合
な
ど
を
除
く
）
を
作
成
し
て
提

出
で
き
ま
す
。

・	

ご
来
場
の
際
は
、
前
年
の
申
告
書

な
ど
の
控
え
や
源
泉
徴
収
票
な
ど

申
告
に
必
要
な
書
類
、
筆
記
具
、

計
算
器
具
、
印
鑑
お
よ
び
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
に
係
る
本
人
確
認
書
類

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は

番
号
確
認
書
類
お
よ
び
身
元
確
認

書
類
）
の
写
し
な
ど
を
ご
持
参
く

だ
さ
い
。

・	

会
場
の
混
雑
を
回
避
す
る
た
め

に
、
受
け
付
け
を
早
く
締
め
切
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

・	

申
告
書
用
紙
の
発
送
時
期
に
よ
っ

て
は
、
無
料
相
談
が
終
了
し
て
い

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・	

個
人
消
費
税
の
申
告
を
希
望
さ
れ

る
方
は
、
消
費
税
率
ご
と
に
区
分

し
た
帳
簿
な
ど
を
ご
持
参
く
だ
さ

い
。

・	

提
出
の
み
の
受
付
は
行
っ
て
お
り

ま
せ
ん
。

・	

早
朝
か
ら
の
来
場
は
ご
遠
慮
く
だ

さ
い
。

　　
申
告
書
作
成
会
場
お
よ
び
税
理
士

に
よ
る
無
料
申
告
相
談
会
場
は
、
感

染
防
止
対
策
を
講
じ
た
上
で
開
設
し

ま
す
。
ま
た
、
相
談
の
従
事
者
に
お

い
て
は
、
日
頃
か
ら
手
洗
い
・
う
が

い
の
徹
底
や
体
調
が
す
ぐ
れ
な
い
場

合
に
は
相
談
に
従
事
し
な
い
と
い
っ

た
対
応
を
し
て
い
る
ほ
か
、
相
談
の

際
は
マ
ス
ク
や
フ
ェ
イ
ス
シ
ー
ル
ド

を
着
用
し
、
会
場
を
こ
ま
め
に
換
気

す
る
な
ど
の
対
策
を
徹
底
し
て
い
ま

す
。

　
来
場
者
の
皆
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し

て
も
、
ご
来
場
の
際
は
で
き
る
限
り

少
人
数
で
お
越
し
い
た
だ
き
、
マ
ス

ク
を
着
用
の
上
、
入
口
な
ど
で
ア
ル

コ
ー
ル
消
毒
液
に
よ
る
手
指
の
消
毒

に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
入
場
の
際
に
検
温
を
実
施

し
て
お
り
、
37
・
5
度
以
上
の
発
熱

が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
入
場
を
お

断
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
な

お
、
発
熱
な
ど
の
症
状
の
あ
る
方
や

体
調
の
す
ぐ
れ
な
い
方
は
、
無
理
を

せ
ず
来
場
を
控
え
て
く
だ
さ
い
。

税
理
士
に
よ
る
無
料
申
告
相
談

会
場
内
で
の
感
染
防
止
対
策
と

来
場
さ
れ
る
方
へ
の
お
願
い

申告書にはマイナンバーの記載が必要です！
確定申告書等を税務署へ提出する際は、“毎回”マイナ
ンバーの記載と、本人確認書類（番号確認書類及び身元
確認書類）の提示又は写しの添付が必要です。
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■ 

予
約
窓
口　
町
民
税
務
課
戸
籍
係

平
日
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

ま
で

■ 

1
月
の
平
日
夜
間
お
よ
び
休
日
交

付
日
・
更
新
日

　
1
月
14
日
㈭
、
26
日
㈫
、
31
日
㈰

※�

事
前
予
約
が
必
要
と
な
り
ま
す
の

で
、
町
民
税
務
課
戸
籍
係
ま
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

■
時
間　

〈�

平
日
夜
間
〉
午
後
５
時
15
分
～
午

後
７
時
ま
で

�

〈�

休
日
〉
午
前
10
時
～
午
後
３
時
ま
で

■ 

休
日
申
請
サ
ポ
ー
ト
を
実
施
し
ま
す

　
令
和
3
年
1
～
3
月
ま
で
、
戸
籍

係
に
お
い
て
休
日
窓
口
を
開
設
し
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
申
請
サ
ポ
ー

ト
を
行
い
ま
す
。
（
申
請
か
ら
交
付

ま
で
は
お
お
む
ね
1
カ
月
半
か
か
り

ま
す
）

■
開
催
日

　
１
月
31
日
㈰
、
2
月
28
日
㈰
、　

3
月
28
日
㈰

■
時
間　
午
前
10
時
～
午
後
3
時　

　
　
　
　
（
予
約
不
要
）

■
サ
ポ
ー
ト
内
容

・
Q
R
コ
ー
ド
付
き
申
請
書
の
交
付

・
記
入
済
み
申
請
書
の
受
付

・	
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
申
請
の
場

合
は
端
末
操
作
支
援

■
持
ち
物

・	

身
分
証
明
書
（
運
転
免
許
証
な

ど
）

・	

印
鑑

■ 

そ
の
他

　
各
種
手
続
き
に
つ
い
て
ご
不
明
な

点
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
町
民
税
務

課
戸
籍
係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

交付
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
・
電
子
証
明
書
の
更
新
手
続
き

時
間
外
窓
口・申
請
サ
ポ
ー
ト
の
ご
案
内

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
け
取
り
お
よ
び
電
子
証
明
書
更
新
手
続
き

が
次
の
平
日
夜
間
・
休
日
に
も
利
用
で
き
ま
す
。
平
日
夜
間
・
休
日
の
受

け
取
り
、
更
新
手
続
き
を
ご
希
望
の
方
は
、
希
望
時
間
を
必
ず
電
話
に
て

ご
予
約
く
だ
さ
い
。

町
民
税
務
課 

戸
籍
係 

☎
77
‐
３
９
１
1

問

証明書コンビニ交付サービス
一時停止について

　証明書コンビニ交付サービスについて電気設備
点検のため次の日程でサービスを停止いたしま
す。ご不便をお掛けしますがよろしくお願いしま
す。

■停止日　１月30日㈯　終日
■対象コンビニ
　全国のセブン・イレブン、ローソン、ファミ
リーマート、ミニストップ
■対象の証明書
　全ての証明書（住民票、住民票記載事項証明
書、印鑑証明書、戸籍の附票、戸籍謄抄本）
※	コンビニ交付サービスのご利用には利用者登録
されている住基カードまたはマイナンバーカー
ドが必要です。
※	通常の利用可能時間は、土日を含む午前６時
30分～午後11時（年末年始およびメンテナン
ス期間を除く）

　 町民税務課 戸籍係 ☎ 77‐3911問

芝山町オリジナル
「婚姻届」ができました

　芝山町では、新たにご夫婦になるお二人を祝福
し、婚姻届を提出する際の思い出になるよう、デ
ザインにしばっこくんを用いた婚姻届を作成しま
した。婚姻届は、町民税務課戸籍係の窓口で配布
しているほか、町のホームページからもダウン
ロードできます。ぜひ、ご利用ください。

　 町民税務課 戸籍係 ☎ 77‐3911問
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